
 

令和３年度 第１２回高田区地域協議会 

次 第 
 

（会  議）日時：令和４年３月２２日（火）午後６時３０分 

会場：福祉交流プラザ 第 1会議室 

 

 

１ 開会                                  

                                    

  

２ 議題等の確認                              

 

 

 ３ 報告 

（１）金谷地区公民館の移転について 

 

（２）内水ハザードマップの作成について 

 

（３）分科会の協議内容について 

 

 

 ４ 議題 

（１）自主的審議に係る提案について 

   

（２）地域協議会だより編集委員の選任について 

 

（３）令和３年度地域協議会の活動計画について 

       

 

５ 事務連絡                               

 

 

６ 閉会                                  

 

 

 

【次回全体会   ４月１８日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 

【次々回全体会  ５月２３日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 



 

 

 

金谷地区公民館の移転整備予定地等について 

１ 既存施設の現状・課題等 

   金谷地区公民館は、旧金谷村役場跡地に建築された、木造 2階建の建物である。 

当該施設の利用者数は多い（令和元年度：約 10,300 人）ものの、建築は昭和 56 年で築後    

40 年が経過（令和 3 年現在）し、老朽化が進行していること、利用者数に対し駐車場が不足し

ていること、アクセス路となる市道の幅員が狭いうえ、一方通行となっていることからアクセス

性に欠ける等、施設や立地に関する課題がある。 

また、当市においては、地区公民館は地域自治区内に 1か所設置する方針としており、金谷区

を除く 27 区では方針どおりとなっているが当該施設は高田区内に所在しており、市内で唯一、  

地域自治区内に設置されていない施設となっている。 

このような状況から、地域住民等からは、施設の金谷区内への移転新築を求める要望が平成 

28年度からなされている。 

２ 整備概要等 

（１）整備予定地等 

  ○整備予定地  ヨーデル金谷南側市有地（大貫 2丁目地内） 下記位置図のとおり 

          ・敷地面積 4,069.95㎡ 

（２）建物構造等 

○構 造 等  木造平屋建 延床面積 約 550㎡（現施設のおよそ 2倍） 

・現在の施設機能を基本としつつ支障等が生じている箇所の改善を図り、 

かつユニバーサルデザインに対応するものとする。 

３ 現施設の概要 

  ○所 在 地  上越市寺町 2丁目 16番 21号 

  ○建 築 年  昭和 56年 12月（築 40年） 

  ○構 造 等  木造 2階建 276.78㎡ 

  〇開 館 時 間  午前 8時 30分から午後 10時まで 

  〇管 理 形 態  直営 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  ○令和 4年度  地質調査、建築設計 

○令和 5年度  建築工事 

５ 整備予定地位置図 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設整備予定地 

ヨーデル金谷 

令和 4年 3月 22日 

高田区地域協議会資料 

社会教育課 

 



 

令和３年度 内水ハザードマップの作成について 

 

１ 背景と目的 

・ 市内では、局地的な短時間豪雨や台風により、浸水被害が多発 

・ ハード整備を計画的に進めているが、整備水準を上回る降雨が頻繁に発生するため、

ソフト対策を併せて実施することが必要 

・ 内水による浸水に関する情報、避難に関する情報を提供し、住民の円滑な避難や自助・

共助を促し、浸水被害の最小化を図る 

 

２ 作成のポイント（直営で作成） 

（１）学習面 

・ 「知る、学ぶ、備える」のテーマ毎に情報を記載 

・ 洪水と内水の違いなどを明記し、洪水ハザードマップとの整合性も確保 

（２）地図面 

・ 浸水実績を活用した浸水区域の表示 

・ 対象地区の全町内会（高田区 57町内）に対し、浸水実績調査（聞き取り）を行い、市

が把握している浸水情報の不足を補完 

 

３ 活用方法 

（１） 防災教育の推進 

・ 住民一人ひとりが日頃から内水ハザードマップを確認し、自宅周辺や身近な場所での

浸水箇所、避難場所、避難のタイミング、降雨や河川水位等について理解を深めても

らう 

・ 町内会や自主防災組織での防災訓練等において、防災意識の向上や住民の自助・共助

の促進を促す 

（２） 浸水被害の軽減 

・ 止水板設置や床下を高くするなどの建築上の配慮、不動産取引などの土地利用誘導へ

の活用のほか、浸水対策に関する計画策定への活用 

 

４ 今後の予定 

・ 3月下旬   市ホームページで公表 

・ 5月下旬   町内会へ配布（町内会館への掲示、全戸配布を検討） 

 

令和 4年 3月 22日 

高田区地域協議会説明資料 

下水道建設課 




